
平成２４年３月２８日 

 

福岡県太宰府市「歴史と文化の環境税」の更新 
 

 平成24年１月４日に福岡県太宰府市から協議のあった法定外普通税の更新について、本

日付けで同意することとしましたのでお知らせいたします。 

 

１．歴史と文化の環境税の更新の理由 

太宰府市においては、市の特徴である数多くの文化遺産を中心とした「歴史とみどり豊

かな文化のまち」にふさわしいまちづくりの計画的な推進のため、平成15年に法定外普通

税として「歴史と文化の環境税」を創設し、歴史的文化遺産及び観光資源等の保全と整備

を図ってきたところである。 

今回、平成24年５月22日をもって課税期間が満了するが、維持管理や観光客に対する様

々な事業には今後も財源が必要になることから、引き続き、歴史と文化の環境税を実施す

るものである。 

 

２．歴史と文化の環境税の概要 

 

課 税 団 体 福岡県太宰府市 

税 目 名 歴史と文化の環境税（法定外普通税） 

課 税 客 体 *有料駐車場に駐車する行為 

課 税 標 準 有料駐車場に駐車する台数 

納 税 義 務 者 有料駐車場に駐車する者 

税 率 

二輪車（自転車を除く） 

乗車定員 10人以下の自動車 

乗車定員 10人超 29人以下の自動車 

乗車定員 29人超の自動車 

50円 

100円 

300円 

500円 

徴 収 方 法 
特別徴収 

(特別徴収義務者…有料駐車場の事業者) 

収 入 見 込 額  (平年度) ６２，０００千円 

課 税 免 除 等 地方税法に規定する障害者と介護者及び障害者に準ずる者 

徴 税 費 用 見 込 額 （平年度） ２，４３５千円（駐車券作成費用） 

課 税 を 行 う 期 間 
３年間 

（平成24年５月23日～平成27年５月22日） 

*有料駐車場 

  …市内に存する有料駐車場のうち、月極駐車場、事業所・店舗等に付随する駐車場、臨時的 

駐車場を除いたもの。 
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